
第9期飯塚市高齢者保健福祉計画
及び介護保険事業計画について
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第1回専門委員会 資料1



【計画期間】

令和６～８年度の３年間

【根拠法令】

・高齢者福祉計画：老人福祉法第２０条の８
・介護保険事業計画：介護保険法第１１７条

介護保険法事業計画は３年を１期とする（介護保険法第１１７条第１項）

両計画は一体のものとして作成されなければならない（同第６項）
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計画期間と法的な位置づけ
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抜粋
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8月か9月の予定
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• 本計画の策定にあたっては、保健・医療・福祉関係者や学識経験
者、公募による市民代表等で構成される市の諮問機関「飯塚市高
齢社会対策推進協議会」において、様々な見地からのご意見をい
ただきながら検討を進めていく予定です。また、より専門的な議論を
行うことを目的として、専門委員会を設置し、計画の各論部分を中
心に検討を行うこととしています。専門委員の「身近なところでこん
なことがあった」とか「自分はこう感じる」など、色々なご意見や考え
をお聞かせください。

• 令和５年３月に行いました高齢者実態調査（介護予防・日常生活圏
域ニーズ調査／在宅介護実態調査／在宅生活改善調査・居所変
更調査・介護人材実態調査）や計画原案を公表し意見を聴取する
「市民意見公募」を実施し、計画への市民意見の反映に努めます。

計画の策定体制


